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市街化区域内の農地転用届出（添付書類について）
・４条は農地を農地転用する場合（自己用）　
・５条は農地を農地転用すると同時に所有権移転（使用賃貸借）等が伴う場合
	№
	添　　付　　書　　類
	提出部数
	交　付　場　所

	※１
	４条又は５条の農地転用届出書【正副】
	正副各１部
	農業委員会

	※２
	土地の位置を示す地図【案内図】
＊届出地を赤枠で表示してください
	１部
	届出者

	※３
	届出地の土地の登記事項証明書（原本：登記官印が押印されたもの）
＊全部事項証明書に限る。
＊届出前３か月以内に発行されたもの。
＊インターネットで取得する登記情報提供サービスの印刷物は不可とする。
	１部
	法務局

	※４
	公図の写し（原本：登記官印が押印されたもの）
＊届出地を赤枠で表示してください
＊届出前３か月以内に発行されたもの。
	１部
	法務局

	５
	利用計画図
	1部
	届出者

	６
	（譲受人が町外の方の場合）
住民票（原本）
	１部
	市区町村役場

	７
	（筆の一部申請の場合）
位置を特定した分筆登記申請書に添付する測量図面、又はこれと同程度の図面
	２部
	届出者

	８
	（譲受人が法人の場合）
法人の登記全部事項証明書（原本）
	１部
	法務局

	９
	賃貸借を解約したことを証する書面
	１部
	農業委員会

	10
	（土地区画整理事業内の場合）　
仮換地証明書、換地図
	１部
	組合事務所

	11
	（本人による届出提出でない場合）
委任状（原本）
	１部
	届出者


※印は必須です。
・上記添付書類を届出書正本に各一部添付し、届出書副本を一緒に提出してください。
・届出書は、受理してから標準処理期間１週間です。
・届出であっても、受理通知書の送達以前に転用行為をしてはいけません。
転用目的	１、自己住宅敷地　　２、駐車場敷地　　３、共同住宅敷地
	４、資材置場　　　　５、分譲住宅敷地　６、進入道路敷地
	７、店舗敷地　　　　８、工場敷地　　　９、倉庫敷地





※市街化区域内の農地で農地転用した場合は、酒匂川右岸土地改良区に地区除外手続きを行ってください。手続きをされないと、賦課通知の変更がされません。
下記お問い合わせ先にご確認くださいますようお願いいたします。
　お問い合わせ先：酒匂川右岸土地改良区　0465－46－9598
